
JP 2016-35957 A5 2017.7.27

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成29年7月27日(2017.7.27)

【公開番号】特開2016-35957(P2016-35957A)
【公開日】平成28年3月17日(2016.3.17)
【年通号数】公開・登録公報2016-016
【出願番号】特願2014-157753(P2014-157753)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/66     (2006.01)
   Ｇ０１Ｒ  31/28     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   21/66     　　　Ｂ
   Ｇ０１Ｒ   31/28     　　　Ｈ
   Ｇ０１Ｒ   31/28     　　　Ｙ

【手続補正書】
【提出日】平成29年6月15日(2017.6.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４８】
　また、閾値ＴＨＮは、マージンを考慮して判定の信頼性を高めるため、Ｓ０×［ｎ－（
Ｎ－１）］／ｎとＳ０×（ｎ－Ｎ）／ｎとの中間値付近に設定することがより好ましい。
つまり、ＦＡＩＬ信号を出力するＤＵＴ１０の個数がゼロから１つずつ増加する場合の合
成応答信号Ｓ０、Ｓ１、Ｓ２、・・・Ｓｎとしたとき、Ｓ０とＳ１との中間値付近、Ｓ１

とＳ２との中間値付近、・・・Ｓｎ－１とＳｎとの中間値付近に、閾値ＴＨＮを設定する
ことが好ましい。例えば、
ＴＨＮ＝｛｛Ｓ０×［ｎ－（Ｎ－１）］／ｎ｝＋｛Ｓ０×（ｎ－Ｎ）／ｎ｝｝×１／２
とすることが好ましい。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５０】
　ＳＴＥＰ１では、１回目の判定で用いる閾値ＴＨ１を設定する。この閾値ＴＨ１は、閾
値設定部１２３によって設定される。上記式（１）より、ｎ個のＤＵＴ１０の全てが合格
である場合の合成応答信号の出力レベルＳ０に対し、１回目の判定で設定される閾値ＴＨ

１は、次の関係を満たすことが好ましい。
Ｓ０×ｎ／ｎ　≧　ＴＨ１　＞　Ｓ０×（ｎ－１）／ｎ　
　また、マージンを考慮して、
ＴＨ１＝［Ｓ０×ｎ／ｎ＋Ｓ０×（ｎ－１）／ｎ］×１／２
とすることがより好ましい。
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